
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

地域名
（地域内農業集落名）

福岡地域

（蔵本、長袋、八宮）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和6年12月12日

（第５回）

平場は水稲栽培が９割以上を占めており、昨今の米価の乱高下の影響を非常に受けている。そのため、農家の
所得安定及び向上を図るために、農家と関係機関が連携・協力し、主食用米だけでなく、耕畜連携の取組や畑
地化への転換に関する情報収集、普及活動を行っていく。
中山間直払や多面的交付金を活用している集落においては、引き続き事業を活用し集落内の農地の管理、保全
を進める。未活用の集落においては、今後事業の周知を行う。その後、集落の実情に寄り添い、実際に事業を活
用するか慎重に検討する。
山麓部で行われている畜産業については、昨今の取引価格の下落や飼料・肥料価格、燃料代の高騰の影響を
非常に受けている。そのため、地域内で遊休農地となっている農地を活用し、牧草等を生産、自給飼料の割合を
増やすことによる支出の減少を目指す。
また、後継者がおらず廃業となる個人の担い手も出てきていることから、地域と関係機関が連携・協力し、信頼
できる新たな担い手の発掘及び地域内で後継者となりえる人材の育成（優良事例の研修会等）を行っていく。
なお、同じ福岡地域内であっても集落ごとに農地条件が異なり、問題も多様化していることから、引き続き意見・
情報を話し合う場を年に１回以上開催し、問題点の洗い出し、解決を図っていく。
福岡地域地域計画の愛称は「ふくおかプラン」。

平場では農業者の平均年齢が６８歳と高齢化が進んでおり、現在耕作している農地及び休耕地も将来的に遊
休農地となる可能性が高い。そのため、今後の農地管理をどのようにしていくか、地域が主体となり行政、農業
協同組合、土地改良区等の関係機関（以下「関係機関」という。）との話し合いが必要である。
また、山麓部では畜産業が行われており、法人も複数社経営している。そのような中、個人で営農しているところ
は平場と同じく高齢化が進んでいることから、後継者への事業継承並びに牧草地として活用する農地の集積・
集約が課題となっている。
また、平場、山麓部共通して有害鳥獣被害が多発しており、効果的な対策が求められている。
【平場地域の基礎的データ（令和5年度アンケート回答者数を基に算定）】
農業者：２２８人（うち５０歳代以下１３人）、法人１社
主な作物：水稲
【山麓部（畜産業）基礎的データ】
農業者：１５人（うち５０歳代以下４人）、法人３社
主の産業：酪農、肥育、繁殖、養豚
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２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

平場では、育苗等の一部事業を農業支援サービス事業者へ依頼している農業者もいるが、さらに活用できる制
度等があるのか確認し、事業委託を視野に入れた検討を進める。
山麓部ではコントラクターの活用実績があり、今後も農家負担軽減のため活用を継続できるよう、関係機関等の
情報収集を行う。

地域内外から多様な経営体を募りながら関係機関と連携を密に行い、福岡地域の農地が集積・集約できる事
業体へ成長できるよう、相談から定着まで切れ目のない取り組みを展開する。また、農業者間での交流を密に図
り、他地域の優良事例の勉強会等を開催することで、多種多様な農業経営に対応できるよう情報の提供・収集
を行う。

（１）農用地の集積、集約化の方針

昭和４０年代から平成初期にかけて基盤整備事業、牧草地整備事業等を実施している。しかし平場の水路整備
等は、実施から時間が経過し水路の崩落等の問題が出ていることから、地域と関係機関で引き続き協議を行
い、水路改修の実施や新たな基盤整備事業の活用について、検討を進める。
また、山麓部の牧草地整備事業も事業終了から時間が経過しているため、新たに整備可能か関係機関との検
討を行う。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

（２）農地中間管理機構の活用方針

担い手を中心に農地の集積・集約を進める。また、定期的に各集落や地域ごとに農地の売買、貸し借りを行いた
い人合同での相談会を開催し、担い手への農地の集積、集約を進めることで、農作業の効率化を図る。

現在、利用権設定で契約を結んでいる農地が大半であるが、更新の際に農地中間管理機構の契約、もしくは農
地法３条の契約となることの周知を図る。これにより、農地中間管理事業の認知度を上げていき、地域内におけ
る農地中間管理機構の利用率向上を目指す。

区域内の農用地等面積

農業振興地域内農振農用地内の農地を農業上の利用が行われる区域とし、その他の農地については、土地所
有者、耕作者が引き続き耕作・管理等を行う区域とする。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 509

509

鳥獣被害防止対策については、電気柵やワイヤーメッシュ等の設置で被害防止を図るとともに、白石市鳥獣被
害対策実施隊（猟友会）との連携による駆除を進める。特に平場ではサル・イノシシ・シカ、山麓部ではイノシシ、
クマ等の農作物へ重大な影響を及ぼす恐れが高い有害鳥獣ついては、関係団体と協力し福岡地域に特化した
被害防止計画を立て、被害防止を進める。また、被害にあわない環境づくりも重要であるため、遊休農地の発生
防止や誰も収穫しない柿や栗等の果樹の伐採等の計画を立てられるよう、地域内での意見を取りまとめ合意形
成を図る。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④畑地化・輸出等

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携等 ⑩その他



福岡地域


